
第１回 北ふ頭エリア等利活用事業提案評価委員会 

 

                      日 時：令和８年２月 16 日（月）午前９時～                                   

                       場 所：ホテルウェルビューかごしま ２階 潮騒 

 

会  次  第 

 

１ 開 会 

２ 委員紹介 

３ 委員長選出 

４ 議 事 

⑴  公募要項（素案），評価基準（案）等について 

⑵  その他 

５ 閉 会 





○ ○ ○ ○ ○ ○

○

傍聴席 傍聴席 報道関係

傍聴席 傍聴席 報道関係

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

マスコミ規制線

傍聴席 報道関係傍聴席

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県

○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県

○ ○ ○ ○ ○ ○

木方委員 ○

国松委員 ○ ○ 南委員

小林委員 ○ ○ 石﨑委員

藏田委員 ○ ○ 久保委員
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委員（７名） (敬称略）

氏名 職名

木方
きかた

　十
じゅん

根
　ね

鹿児島大学大学院　理工学研究科　建築学プログラム　教授

国松
くにまつ

　真也
しんや

（株）日本政策投資銀行南九州支店長

小林
こばやし

　千鶴
ち づ る

小林公認会計士事務所　公認会計士・税理士

藏田
く ら た

　幸三
こうぞう

一般財団法人地方自治体公民連携研究財団　代表理事

久保
く ぼ

　英昭
ひであき

鹿児島県土木部参事（本港区まちづくり担当）

石﨑
いしざき

　美和
み わ

鹿児島県観光・文化スポーツ部次長（兼）観光対策監

南
みなみ

　靖子
や す こ

鹿児島県鹿児島地域振興局長

北ふ頭エリア等利活用事業提案評価委員会委員名簿
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県が設置する審議会等の会議の公開に関する指針等について 
 

１ 審議会等の会議の公開に関する指針（抜粋） 
第２ 対象とする審議会等 
   この指針において「審議会等」とは，附属機関その他これに類するもの

をいう。 
 
第３ 公開の基準  
   審議会等は，原則としてその会議を公開するものとする。ただし，次に

掲げる場合はこの限りでない。  
 ⑴ 条例第７条各号の不開示情報が含まれる事項について審議，審査，調査

等を行う会議を開催する場合 
 ⑵ 会議を公開することにより，当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支

障が生ずると認められる場合 
 
第４ 公開・非公開の決定  
 ⑴ 審議会等は，第３に定める公開の基準に基づき，会議の公開・非公開の

決定を行うものとする。                                       
なお，公開の会議中において，会議を非公開とすべきであると認められ

るに至ったときは，審議会等は会議を非公開とすることができるものとす
る｡ 

  ⑵ 審議会等は，会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項があ
る場合において，審議を分割して行うことができると認められるときは，
非公開の事項に係る部分を除いて，会議を公開するよう努めるものとする。 

  
  ２ 鹿児島県情報公開条例（抜粋） 

（公文書の開示義務） 
第７条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る公文書に次の
各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されて
いる場合を除き，開示請求者に対し，当該公文書を開示しなければならない。 

（中略） 
⑵ 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法

人及び公社を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報
又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，次に掲げるもの。た
だし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため公にすることが必要で
あると認められる情報を除く。 

 ア 公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの 
 イ 実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に提供されたもの

であって，法人等又は個人における通例として公にしないこととされてい
るものその他の当該条件を付することが当該情報の性質，当時の状況等に
照らして合理的であると認められるもの 

（中略） 
⑸ 県の機関，国の機関，独立行政法人等，他の地方公共団体，地方独立行政

法人及び公社の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報で

あって，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれ，不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は

特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
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